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収入印紙     １６００円 

予納郵便切手       円 

 予納収入印紙   １４００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）太枠の中だけ記入してください。 

 

住 所 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏 名 

〒    －   

   

   

電話番号  （   ）    携帯電話  （   ）    

大正・昭和・平成 

    年  月  日生                            

                              

    

    

    

    

職 業 

                 受付印 □成年後見人 □保佐人 □補助人 

の辞任許可・及び選任の申立書 

 この欄に収入印紙１６００円分をはる。 

 

 

 

 

はった印紙に押印しないでください。 

 

 

        はった印紙に押印しないでください。 

準口頭       基本事件番号  平成   年（家）第      号 

 成 

 年 

 被 

 後 

 見 

 人 

 等 

熊本家庭裁判所      御中    申 立 人 の               

                    署 名 押 印               ○印  

 平成  年  月  日       又は記名押印               

大正・昭和・平成 

    年  月  日生                          

                              

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏 名 

    

    

 

住 所 

〒    －   

    

    

本 籍     

    

                                  

                              

申立人・本人の住民票（本籍地の記載のあるもの）               各１通 

辞任を求める理由が判明する資料（診断書など）                １通 

 

※住民票については，すでに提出され，変更がない場合は添付不要です。 

※このほかの資料の提出をお願いすることがあります。                  

   

 添  

 付  

 資 

 料 

申 

立 

人
（
後
見
人
等
） 
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（注）太枠の中だけ記入してください。 

申  立  て  の  趣  旨 

      □成年被後見人の成年後見人   

申立人が  □被保佐人の保佐人      を辞任することを許可する旨の 

      □被補助人の補助人 

 

審判を求める。 

 

  □成年被後見人の成年後見人       □下記の者 

  □被保佐人の保佐人      として，          を選任するとの 

  □被補助人の補助人           □適任者 

 

審判を求める。 

 

  □成年被後見人の成年後見人       □申立人 

  □被保佐人の保佐人      として，  □下記の者  を選任するとの 

  □被補助人の補助人            

 

審判を求めます。 

 

 

□次のとおり □別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申  立  て  の  理  由 

 

 

後見人等 

候 補 者 

住 所 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏 名 

本人と

の関係 

 

                              

                           

                              

             電話番号   （   ）      

昭和・平成 

    年  月  日生                          

                              □配偶者 □親 □子 □兄弟姉妹 □その他の親族（続柄     ） 

□弁護士 □司法書士 □法人 □その他（            ）                              

             


